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２０２５年度 リーダー養成研修（早期登用者向け） 

委託仕様書 

 

１ 研修概要 

(1) 研修名称 

リーダー養成研修（早期登用者向け）   
※ 詳細は、別紙１のとおり。 

(2) 実施時期・回数 

「課長補佐級昇任者コース」「主査級昇任者コース」ともに、2025 年５月から 2026 年
3 月までの期間で、原則として各月１回程度（計 10 回程度）の研修実施とする。 

それぞれのコースは別日にて開催とするが、異なる立場でのディスカッション等の演
習とすることでより高い研修効果が期待できる内容の場合には、両コースの同日開催（合
同での研修実施）も可能とする。 

リーダー養成研修（早期登用者向け）            ※ 

課長補佐級昇任者コース 2025 年５月から 2026 年 3 月までの期間で、原則とし
て各月１回程度。 

主査級昇任者コース 2025 年５月から 2026 年 3 月までの期間で、原則とし
て各月１回程度。 

   ※ 詳細日程は、別途協議する。 

(3) 実施時間 

各回 ： 原則、午前９時から午後５時１５分までのうち、半日程度とする。ただし、
実施時間の短縮又は延長をする場合は、県と協議の上で決定する。 
（両コースとも共通） 

(4) 受講人数（定員） 

・課長補佐級昇任者コース ：3 人程度 
・主査級昇任者コース：12 人程度 
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２ 受講対象者 

通常よりも早く上位職に昇任し、今後の県政を長きにわたって支える次世代リーダーと
なることが期待される職員。 

 (1)  課長補佐級昇任者コース 

課長補佐級に昇任した職員のうち、県が指定する者（職種：事務、年齢：40 代前半
から 40 代半ば） 

(2)  主査級昇任者コース 

主査級に昇任した職員のうち、県が指定する者（職種：事務、年齢：30 代半ばから
30 代後半） 

 

３ 研修会場 

愛知県自治研修所 
名古屋市中区丸の内二丁目５番１０号 
電話 ０５２−２２３−３９０２ 

 

４ 使用可能施設及び設備  

(1) 演習室（定員２０人程度）及び教室（定員５０人程度） 
※ 複数利用する場合には、日程調整の際に事前相談すること。 

(2) ＯＡ室（インターネット接続可能な（web の閲覧可能な）パソコン３０台、プリンタ
１台を含む。） 
※ 利用する場合には日程調整の際に事前相談すること。 

(3) 講師用ノートパソコン（外付け光学ドライブあり） 
(4) 書画カメラ 
(5) ビデオデッキ、ＤＶＤプレーヤ 
(6) プロジェクタ（ＨＤＭＩ端子もしくはＤ-ｓｕｂ端子の接続ケーブル含む。） 
(7) スクリーン 
(8) ホワイトボード（マーカ・マーカ消し・マグネットを含む。） 
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５ 研修の目的・目標等 

本研修を実施する目的（ねらい） 

意欲と能力があり、今後の県政を長きにわたって支えるリーダーとなることを期待する若手・中堅職
員を対象に、自身の持つ力を十分に発揮して活躍できるよう、将来リーダーとして必要なスキル・能力を
習得させる。 

本研修では、若手・中堅職員の早期登用を加速させている状況下、通常の業務では身に付けづらい高度
な企画・判断能力やマネジメント力を演習や討議、試行錯誤により習得させ、困難な課題を解決に導くこ
とができるよう養成する。  
研修の到達目標 

愛知県人材育成基本方針で「めざす職員像」として掲げる「共通目標」、「ポスト別の目標」の達成に向
けて、自分自身がどのような役割・立場で主体的に自己及び部下の人材育成に関わるのかを明確に認識
した上で、直面する行政課題の解決に向けた次世代のリーダーとしての自覚を持つ。また、組織力向上へ
の貢献、部下の育成、実務の遂行という切り口を中心に、これから必要となるスキルを身に着け、自身の
仕事の中で実践や試行錯誤の経験を積み重ね、職務上の困難な課題を解決に導くことができるようにな
る。 

身に付けさせたい主な能力 

身に付けさせたい主な能力は、別紙２−１及び２−２のとおり。 

留意点 

なし 

 

６ 研修方法及びカリキュラム等 

研修方法 

スキル習得の講義を実施しつつも、ワークショップ、ロールプレイング、演習、ディスカッション等
による気づきを誘発し、併せてロールプレイングによる試行錯誤、講師実演による見本の提示等を通じ
て、経験を積ませ、実践につなげやすいものとなるよう、手段・工夫を図ること。 

少人数の研修となるため、講師・受講者のマンツーマンに近い双方向のやりとりにより、知識だけで
はなく、次世代リーダーに必要となる考え方や感覚についても、講師側から積極的に提示すること。 

受講者の生きた手本となるよう、自らも早期登用された経験を持ち、実社会でリーダーとして活躍し
ている企業経営者等を招聘し、受講者が関わりを持てる機会を設けること。  
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派遣講師数 

各回１名以上 

カリキュラム 

次の内容を盛り込み、かつ、契約後に県から示す各受講者の特性を踏まえてカリキュラム案を提出
し、県と打合せの上、決定する。 

（1）研修冒頭において、次世代のリーダーとして期待されている受講者のモチベーションを上げると
ともに、社会や時代の変化でこれから受講者にどのようなことが求められるのかを説明すること。 

  また、そのためにどのようなスキルが求められ、研修を通じてどのようなスキル習得を図るのかの
紹介をすること。 

（2）組織力の向上、部下の育成、業務の遂行のために、必要なスキルについて討議させ、そのうえで重
要なスキルを提示し、研修内でテーマとして取り扱うこと。 
受講者は年齢的に年上の部下を含めた組織運営を行う可能性があること、早期登用により直前の役

割が不足している側面があることも考慮し、テーマを選定すること。ただし、以下のスキルは必ずテ
ーマとして取り扱うこと。 
 
 → 課長補佐級昇任者コース  ： グループマネジメント、心理的安全性、概念化スキル、構

造化スキル、リスクマネジメント、合意形成スキル、リーダーシ
ップ 

 → 主査級昇任者コース ： アサーション、チームワーク、問題解決能力、業務遂行能力、変
化対応力  

留意点 

（1）事前課題や、研修後のフォローの取組についても実施可能だが、できる限り研修時間内に実施で
きるものとすること。 

（2）受講者がより実践的な知識・技能を身に付けられるよう、グループワークや演習の時間を多く取
り入れること。また、受講者同士の意見交換及び情報交換の機会を多く与えること。 

（3）限られた時間の中で、より高い研修効果が得られるよう、ICT の積極的な活用等により、効率的
で効果的な研修の実施に努めること。 

（4）本県の人材育成の方針については「愛知県人材育成基本方針」を参考にすること。 
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７ その他 

(1) 研修を実施するに当たっては、企画提案の際に県に提示した内容・方法から逸脱しな
いこと。また、本仕様書以上の要件及び条件等を提案した場合には、それを順守するこ
と。 

なお、改善等を目的とした企画提案の内容・方法を修正する場合には、別途県との協
議を行うこと。 

(２) 講師について、その特性及び研修の実施状況などにより、変更が必要になった場合に
は、協議を行うものとする。また、災害や体調不良等により予定していた講師が研修会
場に来ることができない場合は、代わりの講師が実施、若しくはオンライン（代わりの
講師含む）で実施、又は研修日程を変更すること等を協議するものとする。 

(３) 研修費用には、企画料、講師派遣料、講師派遣旅費（宿泊費を含む）、教材費（テキ
スト編集を含む。）、テキスト印刷費その他研修に要する一切の費用を含むものとする。 

(４) 愛知県情報公開条例に基づき、開示請求のあった場合には開示請求者に対してテキ
スト類を開示する可能性がある。 

(５) 災害や天候等、県のやむを得ない事情により研修日程の変更が必要になった場合に
は、協議を行うものとする。 

(６) 事前課題の有無（ある場合は資料の送付まで）、研修当日の準備機材（ホワイトボー
ド、書画カメラ等）、講師の来所詳細（到着時間、場所）及び研修形態（講義形式、演習
形式等）を、県が別に定める日までに回答すること。 

(７) (６)の研修当日の準備機材等の最終確認の実施、テキスト類の送付時期及び送付先
については、別途、県と相談の上で決定する。 

(８) 本県における標準職務遂行能力（職務を遂行する上で発揮することが求められる能
力）は別紙３のとおりである。 

別紙３の内容は主にＯＪＴを中心に開発すべき能力標準であるが、本研修を実施す
るに当たっては、身に付けるべき能力の習熟度（レベル／深さ）の目安として研修内容
と標準職務遂行能力との整合性を図ること。 

 














